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追 加 提 案 い た し ま し た 議 案 第 103号 か ら 議 案 第 112号 ま

で に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 103号 「 令 和 ７ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ６ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、国 家 公 務 員 の 給 与 改 定 に 準 じ 、市 議 会 議

員 、特 別 職 の 職 員 及 び 一 般 職 の 職 員 の 給 与 費 等 に 要 す る 経

費 に つ い て 、追 加 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、民 生 費 に つ き ま し

て 、国 の 施 策 で あ る「 物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当 」に 要 す

る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 こ れ ら の 財 源 に つ き ま し て は 、国 庫 支 出 金 及 び 繰 入 金 を

も っ て 充 当 し て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ 億

1,26 6万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 232億 8,7 4 5万 ２ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 104号 「 令 和 ７ 年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ）」、  

議 案 第 105号 「 令 和 ７ 年 度 伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）」、  

議 案 第 106号 「 令 和 ７ 年 度 伊 佐 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会

計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）」、  

議 案 第 107号 「 令 和 ７ 年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

（ 第 ３ 号 ）」 及 び  

議 案 第 108号 「 令 和 ７ 年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計

補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 こ れ ら の 会 計 に つ き ま し て も 、国 家 公 務 員 の 給 与 改 定 に

準 じ 、一 般 職 の 職 員 の 給 与 費 等 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加
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の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 109号 「 伊 佐 市 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用

弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」の 制 定 に つ い

て 、  

議 案 第 110号 「 伊 佐 市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 、  

議 案 第 111号 「 伊 佐 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 及 び  

議 案 第 112号 「 伊 佐 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用

弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」の 制 定 に つ い て

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

こ れ ら ４ 件 に つ き ま し て は 、国 家 公 務 員 の 給 与 改 定 に 準

じ 、市 議 会 議 員 、特 別 職 の 職 員 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期

末 手 当 並 び に 一 般 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 し 、所 要 の 改 正 を

行 う も の で あ り ま す 。  

 

 以 上 、議 案 10件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。よ ろ し く

ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

――― 降  壇  ――― 


